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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折戸枠と、前記折戸枠に開閉自在に支持された折戸とから成り、前記折戸が、浴室内に
向かって折曲げ自在に連結された少なくとも２枚の扉体を有する浴室折戸であって、
　前記折戸は、隣接する扉体の互いに隣接する縦中框に跨って配設されて前記扉体同士を
折曲げ自在に連結する連結部材を備え、前記連結部材と少なくとも一方の縦中框の浴室側
間に隙間を設け、前記少なくとも一方の縦中框には、前記隙間を介して浴室内と脱衣室内
とを連通する通気路を形成する開放口が形成され、
　前記縦中框の脱衣室側に、脱衣室側から前記開放口を遮る位置に引手を設けた浴室折戸
。
【請求項２】
　請求項１に記載された浴室折戸において、
　前記開放口は前記縦中框を構成する側壁に設けられ、前記開放口に通気性の防水フィル
タを備えた浴室折戸。
【請求項３】
　請求項１に記載された浴室折戸において、
　前記開放口は前記縦中框を構成する側壁に設けられ、前記開放口に前記開放口を閉塞又
は開放するシャッタを備えた浴室折戸。
【請求項４】
　請求項１に記載された浴室折戸において、
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　前記開放口は前記縦中框を構成する対向する側壁に設けられており、両側壁には、それ
ぞれ前記隙間に連通する通気路を形成する浴室側開放口と脱衣室側開放口が形成され、前
記脱衣室側開放口が前記浴室側開放口よりも高い位置に形成されている浴室折戸。
【請求項５】
　請求項４に記載された浴室折戸において、
　前記対向する側壁間に回転弁が配置されており、
　前記回転弁は、前記隙間及び浴室側開放口を通して流入する空気流により回転して前記
脱衣室側開放口を開放し、浴室側からの空気流の停止により前記脱衣室側開放口を閉塞す
る位置に戻る浴室折戸。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載された浴室折戸において、
　前記引手は、前記縦中框に一体に形成されている浴室折戸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室折戸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　浴室用の戸として折戸が一般に多く用いられている。この折戸を浴室内に折り込んで開
放しようとすると、その最初の段階で折戸の扉体で押し込まれた浴室の空気の圧力が上昇
し、その圧力が折戸に作用して重く感じることがある。
　この問題は、浴室内で押し込まれた空気を脱衣室側に逃がせれば解消する。その簡易な
解決策としては、例えば扉体（折戸障子部）にガラリを設けることが考えられる。しかし
、扉体にガラリを設けると折戸の意匠が大幅に変更されるため、この解決方法は意匠の変
更を嫌う場合には適用できない。
【０００３】
　そこで、本出願人は、折戸の扉体の意匠を変えず、しかも、扉体の開放に際し、浴室内
の空気を脱衣室内に逃がすことで折戸を円滑に開放することを目的に、浴室折戸において
、浴室と脱衣室間に通気路（換気経路）を設けて空気の流通を図った浴室折戸を提案した
（特許文献１参照）。
　この浴室用の折戸は、図９に示すように、折り戸上枠１４１の上部上枠１４１ａと下部
上枠１４１ｂの間にエアー開放口１８１を設け、このエアー開放口１８１に、２枚折戸体
１０１の開閉に連動して開閉するダンパーブレード１８２を備えたエアー開放機構１１０
を有している。２枚の折戸の扉体の閉塞状態からの開放時に、その開放動作に連動してダ
ンパーブレード１８２を開き、エアー開放口１８１を開放して、空気を脱衣室側に逃がす
ようにしている。
【０００４】
　ただ、この浴室折戸では、折戸の開放時に浴室内の空気を脱衣室内に逃がすための通気
路は上枠に設けたエアー開放口１８１のみである。そのため、折戸を浴室内に押し込んで
開放しようとすると、実際には、折戸で押し込まれた空気を逃がし切れず、折戸の開放操
作が重く感じるという問題は解消し切れていないことが分かった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－９２０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、従来の浴室折戸の前記問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、浴
室折戸の意匠を変えることなく、浴室折戸を開放するときに浴室内の圧力上昇により操作
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が重くなる問題を解決することである。
 
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、折戸枠と、前記折戸枠に開閉自在に支持された折戸とから成り、前記折戸が
、浴室内に向かって折曲げ自在に連結された少なくとも２枚の扉体を有する浴室折戸であ
って、前記折戸は、隣接する扉体の互いに隣接する縦中框に跨って配設されて前記扉体同
士を折曲げ自在に連結する連結部材を備え、前記連結部材と少なくとも一方の縦中框の浴
室側間に隙間を設け、前記少なくとも一方の縦中框には、前記隙間を介して浴室内と脱衣
室内とを連通する通気路を形成する開放口が形成され、前記縦中框の脱衣室側に、脱衣室
側から前記開放口を遮る位置に引手を設けた浴室折戸である。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、浴室折戸の意匠を変えることなく、浴室折戸を開放するときに浴室内
の圧力上昇により操作が重くなる問題を解決することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る浴室折戸の姿図であり、図１Ａは浴室折戸を脱衣室側か
らみた姿図であり、図１Ｂは、浴室側からみた姿図である。
【図２】図１Ｂの折戸のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【図３】浴室折戸を閉塞した状態における横断面図である。
【図４】図３に示す浴室折戸の連結部材及び扉体の突合せ部近傍を拡大して示す横断面図
である。
【図５】第２の実施形態に係る折戸の突合せ部近傍を示す図４と同様の図である。
【図６】第３の実施形態に係る折戸の突合せ部近傍を示す図５と同様の図であり、図６Ａ
はシャッタを開いた状態、図６Ｂはシャッタが閉じた状態を示す。
【図７】第４の実施形態に係る折戸の突合せ部近傍を示す図４と同様の図であり、図７Ａ
は回転弁が開いた位置を、また図７Ｂは回転弁が閉じた位置を示している。
【図８】第４の実施形態に係る折戸の突合せ部の縦断面図であり、図８Ａは回転弁が開い
た状態を、また、図８Ｂは回転弁が閉じた状態を示している。
【図９】従来の浴室折戸の拡大縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は、従来は、浴室と脱衣室間の空気の通気路として用いられていない折戸の連結
部分に浴室と脱衣室間の空気の通気路を設け、しかも、通気路を設けることによる折戸の
扉体の意匠上の変更を極力なくして、閉塞した折戸を浴室側に折り込んで開放する際に、
浴室内の空気を脱衣室側に流通させて、折戸開放時における浴室内の圧力上昇に伴う抵抗
を無くすることに特徴がある。
　以下、本発明をその実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　第１の実施形態
　まず、本発明の実施形態に係る折戸の全体構造を概略的に説明する。
　図１は、浴室折戸の姿図であり、図１Ａは、浴室折戸を脱衣室側からみた姿図、図１Ｂ
は、浴室側からみた姿図である。
　浴室折戸（以下、単に折戸という）１は、浴室折戸枠（以下、単に折戸枠という）２と
、扉体３と、連結部材４で構成されている。
　折戸枠２は、アルミニウムの形材で構成された上枠１２、下枠１４および両縦枠１６、
１６を枠組みして構成され、浴室の開口部に取り付けられる。
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　扉体３は、ここでは２枚の扉体、即ち、連結部材４を介して折曲げ自在に連結された戸
先側扉体３ａと戸尻側扉体３ｂで構成され、折戸枠２に組み込まれ、即ち、開閉自在に支
持されて、図示のように互いに突き合わせた状態になる。
　折戸１は、戸先側、戸尻側の両扉体３ａ、３ｂを浴室Ａ側に折り込むことにより開放し
、折り込んだ両扉体３ａ、３ｂを開いて脱衣室Ｂ側に展開することで閉塞する。なお、図
中１８は、浴室側引手である。
【００１２】
　図２は、図１Ｂの折戸のＸ－Ｘ線に沿った縦断面図である。
　折戸１において、上枠１２は、間隔をおいて相互に平行に配設した上部上枠１２ａと下
部上枠１２ｂとから構成されており、この間隔に通気路（又は換気経路）１０が設けられ
ている。
【００１３】
　上部上枠１２ａは、浴室Ａ側に形成した中空部１２ａ（１）と、この中空部１２ａ（１
）を構成する脱衣室側壁１２ａ（２）面から脱衣室Ｂ側に水平に延びる水平片１２ａ（３
）と、水平片１２ａ（３）の見込み方向端部に形成したシール取付け部１２ａ（４）で一
体に形成されており、シール取付け部１２ａ（４）には下向きの換気弁１２ａ（５）が形
成されている。
　なお、換気弁１２ａ（５）は、脱衣室Ｂからの空気の流入を許容しつつ、浴室Ａからの
湯気などを含んだ空気の流出を遮断するために設けたものであり、後述の連結部材４に設
ける空気の通気路とは目的が相違する。
【００１４】
　下部上枠１２ｂは、中空部１２ｂ（１）からなり、中空部１２ｂ（１）の下側壁１２ｂ
（２）の浴室Ａ側には上レール部１２ｂ（３）が一体に形成されている。下側壁１２ｂ（
２）の脱衣室Ｂ側端部から下向きにシール取付片１２ｂ（４）が延設されており、シール
取付片１２ｂ（４）には、浴室Ａ側に向かってシール片１２ｂ（５）が装着されている。
　下枠１４は、図示のように中空部１４（１）と、中空部１４（１）の脱衣室Ｂ側上端部
から脱衣室Ｂ側に延在する床固定部１４（２）を一体に備えている。
【００１５】
　次に、浴室折戸の扉体３ａ、３ｂを折曲げ自在に連結する連結部材４について説明する
。
　図３は、折戸を閉塞した状態を示す横断面図、図４は、浴室折戸の連結部材及び扉体の
突合せ部分近傍を拡大して示す横断面図である。
　左右の扉体３ａ、３ｂは、上下框（図示せず）と縦框３２（１）、３２（２）で構成す
る扉枠体と、扉枠体に装着されたパネル３０ａ、３０ｂで構成されている。両扉体３ａ、
３ｂの互いに隣接した縦框（縦中框という）３２（１）は、両扉体３ａ、３ｂの突合せ部
（対向部分）３４となる端部が開放された断面略コ字状に形成されている。連結部材４は
両縦中框３２（１）の略コ字状部分の内部に取り付けられており、それによって両扉体３
ａ、３ｂを連結する。
【００１６】
　連結部材４は、それ自体公知であり本発明を構成するものではないが、縦中框３２（１
）とほぼ同一長さを有する閉塞部材４１と、閉塞部材４１の長手方向の例えば４箇所に装
着した４つの軸受け部材４１ｃとを有する。上下４つの軸受け部材４１ｃは、それぞれ閉
塞部材４１の内面に装着される。
【００１７】
　各縦中框３２（１）の突合せ部３４は、端部片３４ａ、３４ｂを有する断面略コ字状に
形成されており、浴室Ａ側の端部片３４ａの先端部は、閉塞部材４１から隙間Ｇを設けて
内側（脱衣室Ｂ側）に湾曲している。
　一方、脱衣室Ｂ側の端部片３４ｂの先端部には、軸受け部材４１ｃに回動自在に軸支さ
れる折曲げ軸部３６が一体に形成されている。折曲げ軸部３６は、円弧状部分３６ａと平
板状部分３６ｂから成る断面略「フ」字状に形成され、各軸受け部材４１ｃの軸受け部４
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３内に配置されて、両扉体３ａ、３ｂのヒンジ機構を構成している。
　扉体３ａ、３ｂを折り曲げて回動する際には、平板状部分３６ｂの先端部３６ｃがその
回動支点となり、円弧状部分３６ａの外面は、軸受け部材４１ｃの内面に当接しつつ摺動
する。
【００１８】
　閉塞部材４１は、脱衣室Ｂ側中央が開放された断面略半円状の中空形状に形成されてお
り、脱衣室Ｂ側においては、突き合わせた縦中框３２（１）間の隙間を閉塞する一方、浴
室Ａ側においては、既に述べたように、浴室Ａ側の端部片３４ａの脱衣室Ｂ側に湾曲した
先端部と、閉塞部材４１との間には隙間Ｇが設けられている。
　即ち、閉塞部材４１の浴室Ａ側の半円部４１ａは、浴室Ａ側の端部片３４ａに隙間Ｇを
存して対向し、折曲げ軸部３６を中心に回動する浴室Ａ側の端部片３４ａの先端部の回動
軌跡に合致する円弧に形成されており、折戸の折り曲げ位置に関わらず隙間Ｇが維持され
る。
【００１９】
　縦中框３２（１）は、図示のように、浴室Ａ側の端部片３４ａと、脱衣室Ｂ側の端部片
３４ｂと、これらの端部片３４ａ、３４ｂ間を連結する側壁３７ａ、３７ｂにより断面矩
形の中空枠として構成されている。
　ここで、側壁３７ａ、３７ｂには、その壁面にそれぞれ浴室Ａ側の端部片３４ａと閉塞
部材４１との間の隙間Ｇと連通する開放口（気泡口とも云う）３８ａ（浴室側開放口）、
３８ｂ（脱衣室側開放口）が設けられており、浴室Ａと脱衣室Ｂはこの隙間Ｇと各開放口
３８ａ、３８ｂを通して連通している。
【００２０】
　したがって、折戸１を浴室Ａ側に折り込み浴室Ａ内の空気を押し込むと、押し込まれた
空気は、隙間Ｇ、浴室側開放口３８ａ、脱衣室側開放口３８ｂを通して脱衣室Ｂに流れ、
従来のように、扉体３ａ、３ｂを浴室Ａ側に折り込んだときに、浴室Ａ内の圧力上昇によ
り折戸開放操作が重くなることや音鳴りがなく、スムーズに開放することができる。
【００２１】
　なお、浴室側開放口３８ａと脱衣室側開放口３８ｂは、それぞれ上下に位置をずらして
配置することが好ましく、その際、浴室側開放口３８ａを下側にかつ脱衣室開放口３８ｂ
を上側に配置することで、浴室Ａで発生する水滴などが隙間Ｇ及び浴室側開放口３８ａを
通過しても、脱衣室開放口３８ｂを通過することが防止できる。したがって、この折戸１
によれば、浴室Ａ内でのシャワー散水時に濾水も飛散もなく、開放口を設けても止水性が
確保できる。
　また、浴室側開放口３８ａ、脱衣室開放口３８ｂは、それぞれ１個でも或いは下流側へ
の水滴などの進入が防止できる限り、複数個であってもよい。
【００２２】
　本折戸１では、戸尻側の扉体３ｂにおける縦中框３２（１）の脱衣室Ｂ側の端部片３４
ｂの折曲げ軸部３６と反対側には延在部が例えば押出成形により一体に形成されており、
ここでは、この形材からなる延在部を脱衣室側引手４０として用いる。
　脱衣室側引手４０は、その見付け方向幅により側壁３７ｂの脱衣室側開放口３８ｂを覆
い、脱衣室側から見えないよう目隠しの役割を果している。したがって、折戸１を脱衣室
Ｂ側からみたとき、意匠上は従来の折戸と格別変わらず、外観を損なうことがない。加え
て脱衣室側引手４０は、縦中框３２（１）の上下全長に渡って延設されているため、脱衣
室側開放口３８ｂは上下方向どの位置にあっても露出することがない。そのため、脱衣室
側開放口３８ｂの設置位置を自由に設定することができる。加えて、脱衣室側引手４０は
形材で形成されているため、従来の把手部品よりも安価な仕様とすることができる。
　これらの作用効果は、以下で説明する他の実施形態においても共通に得ることができる
。
【００２３】
　第２の実施形態
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　図５は、第２の実施形態に係る折戸の突合せ部近傍を示す図４と同様の図である。
　第１の実施形態の折戸と第２の実施形態の折戸との違いは、第１の実施形態の折戸では
その縦中框は断面矩形の中空の形材で構成されているが、第２の実施形態では、板状の形
材（側壁）４２で構成されており、側壁４２に設けた開放口４２ａにフィルタ４５を設置
した点である。その他の点では同じであるため、ここでは、相違する部分について説明す
る。
　本実施形態において、フィルタ４５は、例えば不織布や発泡性合成樹脂材など適宜の材
料でできたそれ自体公知の通気性の防水フィルタであり、図示のように、開放口４２ａに
設定される。
【００２４】
　本折戸１によれば、開放口４２ａにより折戸の開放時における浴室Ａ側からの空気流の
通路を確保しつつ、フィルタ４５により浴室Ａ側からの水滴などの侵入を防止することが
できる。
　したがって、本実施形態の折戸１においても、第１の実施形態の折戸１と同様に、折戸
１を浴室Ａ側に折り込んだ時に重くなることがなく、スムーズに開放することができる等
の効果が得られる。
　なお、本実施形態のフィルタ４５は、例えば、縦中框が中空枠である場合にように、縦
中框を構成する横壁が複数あり、開放口が通気路に沿って複数ある場合には、その脱衣室
側の開放口に取り付けることができる。
【００２５】
　第３の実施形態
　図６は、第３の実施形態に係る折戸１の突合せ部分近傍を示す図５と同様の図である。
但し、ここでは、図５に示す防水用のフィルタ４５の代わりに、シャッタ５０が設けられ
ている。図６Ａはシャッタ５０を開いた状態、図６Ｂはシャッタ５０が閉じた状態を示す
。
　第３の実施形態の折戸において、図４と同じ部分についてはその説明を省略する。
　シャッタ５０は、例えば樹脂又はアルミニウム合金等の金属でできた板状のシャッタ部
材５２と、シャッタ部材５２を開放口４２ａに当接する閉鎖位置と、開放口４２ａから離
隔した開放位置に移動させる操作部材５４とから成っている。
【００２６】
　操作部材５４は、脱衣室側引手４０の脱衣室側外面上を摺動する摺動部材５４ａと、摺
動部材５４ａの摺動面と反対側の面に一体に取り付けられた操作つまみ５４ｂからなる。
シャッタ５０は、形材の脱衣室側引手４０に設けたスリット（図示せず）を介して摺動部
材５４ａの図示しない連結部に連結されている。なお、シャッタ部材５２は、浴室Ａから
の空気流に押されて開放口４２ａを閉鎖しないように、適度の摺動抵抗を備えるか、或い
は適宜の係止手段で離隔位置に係止できるようにする。
【００２７】
　本実施形態において、折戸１を開くときは、操作つまみ５４ｂを掴んでシャッタ部材５
２を開放口４２ａから離隔する方向に移動する。これにより開放口４２ａが開放されて、
開放口４２ａと浴室Ａ側の端部片３４ａと閉塞部材４１との間の隙間Ｇが連通する。つま
り、浴室Ａと脱衣室Ｂが連通する。したがって、折戸１を浴室Ａ側に折り込んだとき、押
し込まれた浴室Ａ内の空気は隙間と開放口４２ａを通って脱衣室Ｂに流れるため、折戸の
開放操作が重くなるということはない。
　折戸１が開放されたときは、操作つまみ５４ｂをつまんで開放時とは逆の方向に移動さ
せ、シャッタ部材５２を開放口４２ａに当接して閉塞する。それによって、浴室Ａ内で生
じた水滴などはシャッタ５０で遮断されるため、脱衣室Ｂ側に流入することはない。
　なお、この折戸１では、シャッタ５０を開いたまま浴室を使用すると、浴室Ａからの水
滴等が空気流と一緒に隙間Ｇから流入するが、板状のシャッタ部材５２の表面に一旦当た
り大部分はシャッタ部材５２の表面を流下する。また、空気流もシャッタ部材５２により
蛇行するため、水滴が直接更衣室側に流出することはない。
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　なお、本実施形態のシャッタ５０は、例えば、縦中框が中空枠である場合のように、縦
中框を構成する横壁が複数あり、開放口が通気路に沿って複数ある場合には、その脱衣室
側の開放口に取り付けることができる。
【００２８】
　第４の実施形態
　図７は、第４の実施形態に係る折戸の突合せ部近傍を示す図４と同様の図であり、図７
Ａは回転弁が開いた位置を、また図７Ｂは回転弁が閉じた位置を示す図である。また、図
８は、図７に示す折戸の突合せ部の縦断面図であり、図８Ａは図７のＡ－Ａ断面図で回転
弁が開いた状態を、また、図８Ｂは図７のＢ－Ｂ断面図で回転弁が閉じた状態を示してい
る。
　本実施形態の折戸１は、図４に示す折戸１の縦中框３２（１）内にさらに回転弁６０を
備えた点で、第１の実施形態と相違し、その他の点では第１の実施形態と同じである。し
たがって、ここでは縦中框３２（１）の部分のみを実線で示し、その他の共通部分は破線
で示している。
【００２９】
　回転弁６０は、縦中框３２（１）の中空部を構成する側壁３７ａ、３７ｂに形成された
浴室側開放口３８ａと脱衣室側開放口３８ｂ（各位置は、第１の実施形態におけると同様
に上下にずらして配置されている）間に配置されている。
　即ち、回転弁６０の弁体６２は、図８Ａ、８Ｂに示すように、翼板状に構成されており
、弁体６２の上端及び下端部に、縦中框３２（１）の上端及び下端部に設けられた軸６５
ａ、６５ｂが挿入される。また、弁体６２の下端部は縦中框３２（１）の底板上に配置さ
れており、縦中框３２（１）の底板の一部には弧状のテーパ―面つまりせり上がり部分６
４が軸６５ａに対して対称に設けられている。
【００３０】
　図８Ｂに示す初期状態、即ち折戸１が閉じた状態においては、回転弁６０の弁体６２の
底面はせり上がり部分６４から外れた平坦な底板位置に位置している。
　その状態で、折戸１を浴室Ａ側に折り込むと、押し込んだ空気により浴室Ａ側の端部片
３４ａと閉塞部材４１との間の隙間Ｇから空気が縦中框３２（１）内に流入する。
　この空気流が回転弁６０の弁体６２に当たり弁体６２を軸６５ａ、６５ｂの回りで回動
させる。その際、弁体６２はその底面が縦中框３２（１）の底板のせり上がり部分６４に
案内されて上昇する。
【００３１】
　折戸１が開き、浴室Ａ内と脱衣室Ｂ内の気圧が平衡して隙間Ｇから開放口３８ａに向か
う空気流が停止すると弁体６２の上昇は停止し、次に自重により逆回転しながらせり上が
り部６４に沿って下降して、元の平坦な底板位置に戻る。つまり、回転弁６０は自動で最
初の開放口の閉鎖位置に戻る。
　本実施形態によれば、第１の実施形態の構成に加えて、縦中框３２（１）内に回転弁６
０を配置したため、浴室Ａから開放口３８ａに流入する水滴などは開放口３８ｂに流入す
る前に回転弁６０により遮断できる。そのため、脱衣室Ｂに水滴などが流入するのをより
完全に防止することができる。
【００３２】
　なお、以上の説明では、浴室折戸の扉体は２枚であるとして説明したが３枚以上であっ
てもよく、また、連結部材と縦中框の浴室側間の隙間Ｇ、開放口からなる通気路は、隣接
する扉体のうち一方の扉体側にのみ設けたものとして説明したが、両方の扉体に設けても
よい。脱衣室側引手は縦中框と別部材で形成してもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１・・・折戸、２・・・折戸枠、３（３ａ、３ｂ）・・・扉体、４・・・連結部材、１
２・・・上枠、１４・・・下枠、１６・・・縦枠、１８・・・浴室側引手、３２（１）・
・・縦中框、３４・・・突合せ部、３４ａ、３４ｂ・・・端部片、３７ａ、３７ｂ・・・
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側壁、３８ａ、３８ｂ・・・開放口、４０・・・脱衣室側引手、４１・・・閉塞部材、４
２・・・側壁、４２ａ・・・開放口、４５・・・フィルタ、５０・・・シャッタ、５２・
・・シャッタ部材、５４・・・操作部材、５４ａ・・・摺動部材、５４ｂ・・・操作つま
み、６０・・・回転弁、６２・・・弁体、６４・・・せり上がり部分、６５ａ、６５ｂ・
・・軸。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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